
海
外
転
出
し
、
海
外
居
住
す
る

人
が
引
き
続
き
国
民
年
金
に
加
入

す
る
場
合
は
、
任
意
加
入
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。
日
本
国
籍
を
持

つ
二
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
未
満
ま

で
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
は
七
十
歳
未
満
ま

で
加
入
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
に
は
次
の
二

つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

漓
海
外
転
出
の
届
け
出
を
す
る

と
き
に
親
族
を
保
険
料
納
付
の
協

力
者
と
定
め
、
本
人
に
代
わ
っ
て

納
め
る
滷
日
本
国
民
年
金
協
会（
蕁

０
３
―
３
２
６
５
―
２
８
８
５
）

に
依
頼
し
て
納
め
る
。

問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金

課
蕁
８
９
０
―
６
２
５
４
、

前
橋
社
会
保
険
事
務
所
蕁
２

３
１
―
１
７
０
５
へ
。

７ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

国
民
年
金
は
、
老
後
生
活
を
保

障
す
る
老
齢
基
礎
年
金
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
病
気
や
け
が
、
事

故
な
ど
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の

障
害
基
礎
年
金
、
一
家
の
働
き
手

が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
遺
族
基
礎

年
金
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
年
金
を
受
け
る
に
は
、
き
ち
ん

と
保
険
料
を
納
め
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
将
来
に
備
え
て
、
保

険
料
は
期
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

老
齢
基
礎
年
金
は
、
保
険
料
を

納
め
た
期
間
、
免
除
を
受
け
た
期

間
な
ど
を
合
わ
せ
て
二
十
五
年
以

上
あ
る
人
が
六
十
五
歳
に
な
っ
た

と
き
に
受
給
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
本
人
の
希
望
で
六
十

歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
か
ら
繰
り

上
げ
受
給
も
で
き
ま
す
が
、
年
齢

や
誕
生
月
に
応
じ
て
年
金
額
が
減

額
さ
れ
ま
す
。
繰
り
上
げ
請
求
を

す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
寡
婦

年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

一
方
、
六
十
六
歳
以
降
に
請
求

す
る
場
合
は
、
年
金
額
が
増
額
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
い
っ
た
ん
減
額
・

増
額
さ
れ
た
受
給
率
は
生
涯
に
わ

た
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。

遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
に
該
当

す
る
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ

る
妻
ま
た
は
子
」
が
受
給
で
き
ま

す
。漓

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

滷
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
が

あ
る
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

の
人
で
国
内
に
住
所
が
あ
る
澆
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
潺

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

を
満
た
し
て
い
る
。

該
当
に
な
る
子
と
は
十
八
歳（
障

害
の
あ
る
場
合
は
二
十
歳
）
の
誕

生
日
後
、
最
初
の
三
月
末
日
を
迎

え
る
ま
で
の
人
で
す
。

な
お
、
漓
と
滷
の
い
ず
れ
か
の

場
合
は
、
死
亡
日
の
前
日
に
死
亡

日
の
前
々
月
ま
で
の
保
険
料
を
納

め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
）

が
加
入
期
間
の
三
分
の
二
以
上
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

障
害
基
礎
年
金
は
、
初
診
日（
病

気
や
け
が
で
初
め
て
診
療
を
受
け

た
日
）
に
次
に
該
当
す
れ
ば
、
一

定
の
条
件
で
受
給
で
き
ま
す
。

漓
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

滷
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
が

あ
り
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ

受
給
を
受
け
て
い
な
い
六
十
歳
以

上
六
十
五
歳
未
満
の
人
澆
国
内
に

住
所
が
あ
り
、
障
害
認
定
日
（
初

診
日
か
ら
一
年
六
カ
月
を
経
過
し

た
日
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
症
状
が

固
定
し
た
日
）
に
国
民
年
金
の
障

害
等
級
の
一
級
ま
た
は
二
級
に
該

当
す
る
潺
初
診
日
の
前
々
月
ま
で

に
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除

期
間
を
含
む
）
が
加
入
期
間
の
三

分
の
二
以
上
あ
る
。

広報まえばし　平成１８年１１月１日号　６
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今
月
は
国
民
年
金
推
進
月
間
で
す
。
国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る
長
い
老

後
の
収
入
を
確
保
す
る
大
切
な
も
の
。
ま
た
、
病
気
や
事
故
な
ど
で
障
害
が
残

っ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
、
一
家
の
働
き
手
を
失
っ
た
と
き
の
遺

族
基
礎
年
金
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
国
が
責
任
を
持
っ
て
運
営
し
て

い
る
た
め
、
き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
め
て
い
れ
ば
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
確
実
に

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
安
心
で
す
。
な
お
、
各
年
金
の
請
求
先
は
次
謨
表

の
と
お
り
で
す
。

65
歳
か
ら
受
給
で
き
ま
す

老
齢
基
礎
年
金

病
気
な
ど
で
障
害
が
残
る
と

障
害
基
礎
年
金

生
計
維
持
者
が
亡
く
な
っ
た
ら遺

族
基
礎
年
金

特
別
障
害
給
付
金
は
次
に
該
当

す
る
と
と
も
に
、
任
意
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診
日
が

あ
り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金
一

級
・
二
級
に
該
当
す
る
人
が
受
給

で
き
ま
す
。

漓
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に

国
民
年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ

た
被
用
者
（
厚
生
年
金
・
共
済
組

合
な
ど
の
加
入
者
）
の
配
偶
者
滷

平
成
三
年
三
月
以
前
に
国
民
年
金

任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
学
生
。

た
だ
し
、
六
十
五
歳
に
達
す
る

日
の
前
日
ま
で
に
障
害
状
態
に
な

っ
た
人
が
対
象
。
障
害
基
礎
年
金

や
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
共
済
年

金
な
ど
を
受
給
で
き
る
人
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

任
意
期
間
未
加
入
の
障
害
は特

別
障
害
給
付
金

海
外
転
出
し
て
も
加
入
を

代
理
納
付
制
度

老後や万が一のときには 国民年金が大きな支えに老後や万が一のときには
期日守り忘れずに保険料を納め 将来に備えましょう

国民年金が大きな支えに

年金の請求先
請求する年金

〈注〉第１号被保険者…農業者、自営業者、学生など
第２号被保険者…会社員、公務員など
第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者

請求先

老齢基礎年金
第１号被保険者期間のみの場合

第２号・第３号被保険者期間を含む場合

市　　役　　所

社会保険事務所

蜚

蜚

障害基礎年金
第１号被保険者期間に初診日がある場合

第２号・第３号被保険者期間に初診日がある場合

市　　役　　所

社会保険事務所

蜚

蜚

遺族基礎年金
第１号被保険者期間に死亡した場合

第２号・第３号被保険者期間に死亡した場合

市　　役　　所

社会保険事務所

蜚

蜚


